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東京都後期高齢者医療広域連合保険料率算定・特別対策検討会議設置要綱 

令和５年 10 月 日 副広域連合長決定 

（設置） 

第１条 後期高齢者医療制度の保険料率（以下「保険料率」という。）について、市区町村の

意見を反映させ、適切な算定を行うため、東京都後期高齢者医療広域連合とで協議を行う

東京都後期高齢者医療広域連合保険料算定・特別対策検討会議（以下「検討会議」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行う。 

（１） 保険料率の算定に関すること。

（２） 特別対策に関すること。

（３） その他、保険料に係る方針等に関すること。

（構成） 

第３条 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 東京都後期高齢者医療広域連合協議会規則第６条第３項で定める幹事

（２） 別表に掲げる者

（３） その他検討会議が選任した者

２ 検討会議は、会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、検討会議の互選により定める。 

４ 副会長は、会長が指名する。 

５ 会長は、検討会議を統括する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第４条 検討会議は、会長が招集し、主催する。ただし、次の各号のいずれにも該当すると

きは、広域連合長が招集する。 

（１）会長が、人事異動その他の事由により、不在であるとき。

（２）前号に該当する場合において、前条第６項の規定により会長の職務を代理する副会

長が人事異動その他の事由で不在であるとき。 

２ 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。 

（事務局） 

第５条 検討会議の事務局は、保険部保険課に置く。 
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２ 事務局は、会長及び副会長の指示に基づき、会議を招集及び開催することができ、その

構成員については別に定める。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、令和５年 10 月 31 日から施行する。 

別表（第３条関係） 

委 員 保険部長 

委 員 保険部管理課長 

委 員 保険部保険課長 

委 員 保険部債権管理課長 

委 員 総務部長 

委 員 総務部総務課長 

委 員 総務部企画調整課長 


